
市民後見人養成講座
し　　  みん　　 こう　　 けん　　 にん　　 よう　　 せい　　 こう　　　ざ

市民後見人とは、親族後見人
と専門職後見人の間に位置
するものとして、成年後見制
度全般についての正しい知
識を持ち、社会貢献活動とし
て、地域の中でアドバイスや
後見活動を行う人です。

● 成年後見制度の概要 ● 後見制度の対象者の病気や生活課題を理解する
● 地域で市民後見を目指す ● 地域への参加について　等

成年後見専門職の先生方 （大学教授、弁護士、司法書士、社会福祉士など）

成年後見制度に関心のある方、地域における社会後見活動としての
市民後見人に興味がある方などで、3日間の日程をすべて受講できる方
1500円 （テキスト代） ※受講申込み後に指定の口座へお振込いただきます。
各会場100名 （定員となり次第締め切らせていただきます）

主催　福井県
共催　東京大学 ･ 筑波大学 ・ 文部科学省「社会人の学び直し」市民後見人養成プロジェクト

※嶺北会場、嶺南会場とも講座内容は同じです。

【嶺北会場】 福井県立図書館多目的ホール （福井市下馬町51-11）
　　　　　 平成22年6月12日（土）、19日（土）、26日（土）の3日間
　　　　　　　　　　　　各午前10時～午後5時　　　　
【嶺南会場】 敦賀市総合福祉センター「あいあいプラザ」 （敦賀市東洋町4-1）
　　　　 　平成22年6月13日（日）、20日（日）、27日（日）の3日間
　　　　　　　　　　　　各午前10時～午後5時
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福井県健康福祉部長寿福祉課在宅サービスグループ
TEL：０７７６－２０－０３３２ （受付時間：午前8時30分～午後5時15分）
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申込方法は裏面

  受講生募集



申込方法 お名前とご住所等をTEL、FAXまたはメールでご連絡ください。
後日受講についてのご案内を送付いたします。

※いただいた個人情報は、本講座の運営に使用し、第三者に開示することはありません。

福井県健康福祉部長寿福祉課在宅サービスグループ

申込み〆切り　平成22年5月25日（火）

参加申込み書

① TEL：０７７６－２０－０３３２

② FAX：０７７６－２０－０６３９

③ メール：choju@pref.fukui.lg.jp

本講座は東京大学･筑波大学・文部科学省「社会人の学び直し」市民後見人養成プロジェクトが実
施している「市民後見人養成プログラム」（参照：http://www.shimin-kouken.jp/index.html）
の基礎講座に相当する講座です。本講座終了後、同プロジェクトが実施する市民後見人養成プロ
グラムに進むことができますが、別途受講料（3万円）が必要になります。同プロジェクトが実施す
る市民後見人養成プログラム全課程修了者には東京大学から履修証明書が交付されます。
なお、県が主催する本講座はそれ以外の資格取得を前提とするものではありません。

※

お名前

ご住所

TEL&FAX

メールアドレス

受講希望会場 嶺北会場（福井市）  ・  嶺南会場（敦賀市）

TEL. FAX.

（〒　　－　　　　）

（○をつけてください）

フリガナ


